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序     文 

 

国際協力事業団は、バングラデシュ国の要請を受け、平成 11 年 11 月に基礎調査、平成 12 年 11

月に第一次短期調査、平成 13 年 6 月に第二次短期調査を実施し、その調査報告を踏まえて、平成

14 年 9 月 21 日から 26 日まで、国際協力事業団農業開発協力部次長 稲田 幸三氏 を団長とする

実施協議調査団を現地に派遣しました。 

同調査団は、バングラデシュ国関係者とプロジェクト実施のための協議を行い、討議議事録

（R/D）の署名・交換を行いました。その結果、本プロジェクトを平成 15 年 1 月 10 日から 3 年間

の計画で実施することとなりました。 

本報告書は同調査団の協議結果を取りまとめたものであり、今後、本プロジェクトの実施にあ

たり広く活用されることを願うものです。 

終わりにこの調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心から感謝の意を表しま

す。 

 
平成 14 年 12 月 

 
 

独立行政法人 国際協力事業団 
理  事   鈴 木 信 毅         
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第１章 実施協議調査団の派遣 
 
１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

(1) 要請の背景 
バングラデシュ国では、第 5 次 5 カ年国家計画（1997/98～2001/02）を策定し、農業の発展

及び農業以外の産業の育成を通じての地域開発及び貧困緩和を行う方針が定められている。

特に、農村インフラ整備を最優先課題の一つと位置付け、地方行政・農村開発・協同組合省

（MLGRD&C）の地方行政技術局（LGED）が実施機関となり、農村道路整備、灌漑施設整

備等の各事業が進められている。 
当該分野のニーズが増大する中、LGED の業務範囲は年々拡大を続けている。各プロジェ

クトの業務実施能力が評価される一方、LGED の組織機能の脆弱さ（具体的には、中枢機関

が担うべき技術管理面での全体的な一貫性、統一性の確保に困難を来していること）が指摘

されており、一過的なプロジェクトや配置コンサルタントに依存せずにプロジェクト間の情

報共有やノウハウの蓄積を確保できるよう要望する声は高い。 
1998 年 11 月、JBIC は円借款北部農村インフラ整備事業のコンポーネントとして LGED 本

部敷地内に農村開発技術センター（RDEC）を盛り込むことを決定した。バングラデシュ国政

府は各地で進められる農村インフラ整備事業の実施に際し、本センターを技術支援の中心的

な部署として機能させ、上記問題が解決される事を期待している。 
このような状況の下、RDEC の機能発揮には海外からの技術協力が必要との判断に至り、

バングラデシュ国政府は 1999 年 4 月、日本国政府に対し、主に技術面から RDEC の機能を強

化することを目的としたプロジェクト方式技術協力を要請してきた。 
 
(2) 過去の調査団派遣 

これまでに実施した調査団の派遣実績は以下の通り。 
① 1999 年 11 月 基礎調査団派遣 

LGED の組織、協力ニーズ、及びそれらを取りまく農業農村開発の現状調査 
② 2000 年 11 月／2001 年 6 月 第一次および第二次事前評価調査団派遣 

プロ技協力実施の可能性及び妥当性の検討を行い、協力方針と協力範囲を定めるプロジェ

クト・ドキュメント案を作成。 
 
(3) 実施協議調査団派遣の目的 

これまでの調査結果を踏まえ、技術協力プロジェクトを開始するにあたりプロジェクト実

施のために必要な措置等をバングラデシュ政府関係者と確認するとともに、討議議事録（R/D）

等に署名交換を行う。 
 
１－２ 調査項目 

(1) R/D 記載の内容についてバングラデシュ側と協議し、合意する。 
(2) 以下の事項に関し、バングラデシュ側の実施体制を確認する。 
① 農村開発技術センターの LGED における位置づけと役割の明確化 
② プロジェクトに配置する人員計画の明確化 
③ プロジェクト活動に必要な場所（オフィス・スペース）の確保見込みの確認 
④ バングラデシュ側予算措置の見込みの確認 

(3) プロジェクト・ドキュメント（案）内容を精査し必要に応じて改訂する。 
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１－３ 調査団の構成 

団員氏名 担当業務 所属 
稲田 幸三 
 

総括 
 

独立行政法人国際協力事業団 農業開発協力部 次長 
 

西野 徳康 
 

農村インフラ 
 

農林水産省 近畿農政局 南近畿土地改良調査管理事務所  
調査計画課 課長 
 

木下 佳信 協力計画 
 

独立行政法人国際協力事業団 農業開発協力部 
農業技術協力課 職員 
 

 
１－４ 調査日程 

日数 月日 曜日 調 査 内 容 宿泊地 
1 9/21 土  JL719 (Narita 11:25→Singapore 17:15) 

SQ436 (Singapore 20:30→Dhaka 22:30) 
Dhaka 

2 22 日 日  JICA 事務所打ち合わせ 
在バングラデシュ日本国大使館表敬 
大蔵省経済協力部（ERD）表敬 
日本国際協力銀行バングラデシュ事務所表敬 
地方行政技術局（LGED）表敬 

Dhaka 

3 23 日 月  地方行政・農村開発・協同組合省表敬 
LGED プロジェクトダイレクターとの意見交換会 
第 1 回協議 

Dhaka 

4 24 日 火  JBIC「北部農村インフラ整備」Mymensingh 事業地視察 Dhaka 
5 25 日 水  第 2 回協議 

R/D、M/M 及びプロジェクト・ドキュメント署名 
Dhaka 

6 26 日 木  在バ日本大使館、JICA、JBIC 事務所結果報告 Dhaka 
 
１－５ 主要面談者 

(1) バングラデシュ政府 
・大蔵省経済協力部 

Mr. Iqbal Mahmood                      Deputy Secretary, Economic Relations Division, 
Ministry of Finance 

 
・地方行政・農村開発・協同組合省（MLGRD&C） 

Mr. Abdus Samad Mallik                  Joint Secretary, Local Government Division, 
MLGRD&C 

Mr. Syed Mamunul Alam                 Senior Assistant Chief, Local Government Division, 
MLGRD&C 

 
・地方行政技術局（LGED） 

Mr. Md.Shahidul Hassan                  Chief Engineer, LGED, MLGRD&C 
Mr. Saroj Kumar Sarker                   Assistant Chief Engineer, MLGRD&C 
Mr. Md.Wahidur Rahman                 Superintending Engineer (Project Monitoring & 

Evaluation), LGED, MLGRD&C 
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(2) 日本政府関係者 
・在バングラデシュ日本大使館 

小林全権特命大使 
前田参事官 
柿沼二等書記官 
木村二等書記官 

 
・JBIC ダッカ駐在員事務所 

内田主席駐在員 
 
・JICA バングラデシュ事務所 

坂本所長 
河崎次長 
鍋田職員 

 
・LGED 派遣専門家 

上潟口専門家 
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第２章 団長総括報告 
 

２－１ 所感 

① LGED は各種ハード事業の実施を通じ、組織の機能強化・人材育成にも努めており、この趣

旨が地方組織まで理解されている。 
② また、各ドナーのプロジェクトダイレクター(約 30 名)との意見交換において、RDEC の活動

が十分理解されていることを確認できた。また LGED の技術力・指導力の向上を望む発言

もあった。 
③ このこと及び JBIC プロジェクトとの連携といった観点から、本件協力は有効であると思わ

れる。 
④ 更に LGED は道路の維持管理や集落機能の強化への取り組みをはじめており、プロジェクト

の協力としては、住民参加を前提とした技術のマニュアル作り的な要素も含まれる。 
⑤ 具体的な活動計画については、長期専門家派遣後、実態を充分に把握した上で作成していく

必要がある。 
 
２－２ 今後の課題と対応 

① 半年を目途に運営指導調査団を派遣する。その中で、暫定 PDM および PO を完成させる。 
② 技術的課題だけではなく、組織的事項（組織規定や業務分担を含む）についてもアドバイス

をすることとする。 
③ 技術・組織の両面から横断的連携の強化を検討する必要がある。 
④ 技術体系の中に住民の参加手法を含めることの検討が必要。研修活動にあたっては、本部・

地方職員のみならず、地域住民や民間業者といったあらゆる関係者をも含んで、研修・人材

育成体制を検討する必要がある。 
 
２－３ その他 

① R/D の先方便宜供与の内容について、専門家の旅費負担等の条項(6.(4)、(5))の実施が難しい

との答弁があったが、署名実例があることを説明し、バングラデシュ側の了解を得た。 
② RDEC が活動を行うにあたって必要な機材については、先方より JICA からの供与機材の他

に JBIC からの支援を検討する旨の説明があった。この点においては、今後一層 JICA と JBIC
の連携強化を図る必要がある。 
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第３章 協議結果及び先方への確認事項 
 
３－１ プロジェクト協力骨子 

LGED との協議の結果、協力の骨子は R/D の ANNEX1 に記載される内容で合意された。 
 

(1) 上位目標 

RDEC（Rural Development Engineering Center）が将来にわたって、技術の中核として、機能

する。 
 
(2) プロジェクト目標 

RDEC が機能するための準備が整う。 
 
(3)  活動： 

① 技術情報の収集・蓄積・共有（テクニカルライブラリ） 
② 技術基準、適用技術マニュアル化方針の決定 
③ 研修活動の活性化 
④ ①～③を踏まえたステップアッププランの策定 

 
(4) 日本側の投入： 

① 長期専門家 4 名の派遣 
② 短期専門家の派遣、機材の供与（必要に応じ） 

 
(5) プロジェクト期間 

2003 年 1 月 10 日より 3 年間  
 
３－２ 調査団確認事項 

(1) RDEC の役割と所掌事務 
本調査の対処方針にある RDEC の組織上の位置付け及び業務所掌を明確にすることについ

て、LGED 幹部に確認した。先方からの説明によれば、技術基準の作成や職員・施工業者等

への研修指導は既に多くの所掌の中の一部であり、その部分を RDEC の所掌として本プロジ

ェクトにより独立させ、一層の活性化を図ろうとするものと認識していることが明らかにな

った。 
つまり、本協力においては改めて RDEC としての業務所掌を作成する性質のものではなく、

組織の所掌再編というアプローチにより LGED を強化することである。 
 
(2) カウンターパート等のスタッフの配置状況 

(1)の所掌の変更に伴い、現在の LGED の関係部署をそのまま RDEC として移動し、幹部職

員もこれに伴い移動する。現時点では、LGED 局次長も含めてカウンターパートとなる予定

の 4 名の Superintending Engineer に対する異動が命令されている事が確認された。 
なお、本協力で農村計画/リーダーのカウンターパートとなる予定の LGED 局次長は、プロ

ジェクトマネージャーとしてセンター長を兼任することが明らかになった。 
 
(3）オフィスの状況 

現在、RDEC ビルは JBIC 事業により建設中であった。ビル全体は 2003 年 2 月完成予定で

あるが、オフィス(3～4F)となる部分は 2002 年 12 月までに完成予定である。（2002 年 9 月末

現在で、3 階層フロア部及び支柱を建設中） 
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仮にビル建設が遅れた場合には、LGED 本部内にオフィススペースを確保することを確認

し、ミニッツに記載した。 
 
(4) プロジェクト運営予算確保の見通し 

調査団の照会に対し、LGED 幹部は既に TAPP を了しており予算執行は可能という説明を

受けた。また、技術協力成果の持続性の観点から、バングラデシュ国で行うプロジェクトの

活動費用、特に、そのうち研修実施費用については、基本的にバングラデシュ国の負担によ

り支出することを確認し、その旨ミニッツに記載した。 
 
(5) 機材の要望 

バングラデシュ側からは、プロジェクト活動にあたり自動車 2 台の供与が必要との強い要

望があった。調査団からは LGED 幹部に対し、JBIC が現在行う予定である RDEC 施設整備（事

業名：北部農村インフラ整備）の中に機材調達が盛り込まれており、JBIC 事業との調整も必

要であることを伝え、供与する機材の詳細については今後特定することとした。なお、車輌

等の機材メンテナンス費用はバングラデシュ側の負担事項であることを確認した。 
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第４章 実施に関しての留意点 
 
４－１ 暫定 PDM 及び PO に関する事項 

半年を目途に運営指導調査団を派遣する。その中で、暫定 PDM および PO を完成させる。 
 

標記プロジェクトについては、3 年間という期間でプロジェクトの成果を導く必要があり、

赴任から間もなく活動に取りかかる体制を整える事が重要になると考えられる。具体的には、

以下のような計画で実現できると理想的であろう。 
 

(1) 1 月後半の C/P 研修時の関係者打合せ 
3 年間の実行計画（Plan of Operations: PO）ドラフト準備。具体的な機材投入計画協議

（A4 フォーム）。 
 
(2) 1 月初旬に専門家派遣、機材調達（現地調達）と実行計画確定 

プロジェクト・ドキュメント記載の PO 素案ではプロジェクト活動初期段階で技術基

準および優先させる課題を特定する業務を行うこととなっている。これを運営指導調査

団派遣までに実行し、また、この結果を反映させて具体的な実行計画を策定する。 
 
(3) 5 月上旬～7 月上旬：運営指導調査団派遣 

専門家チームが作成した PO を確定させる運営指導調査団を派遣する。 
 
４－２ 機能強化の対象範囲に関する事項 

技術的課題だけではなく、組織的事項（組織規定や業務分担を含む）についてもアドバイスを

することとする。 
 
(1) 組織規程等の現状と問題点 

バングラデシュ国の各省庁及び各部局についての組織規定や業務分掌は極めて簡素なもの

であり、実際の業務執行にあたっては、旧来からの慣例に従って行われていたり、上位から

のその都度の指示により行われている模様である。 
また、今回設置する農村開発技術センターは従来から設置されている担当部局で本来行う

べき業務について、当該業務を活性化し、十分な機能を発揮するため、組織を別途再編する

性質のものである。将来的な話はさておき、本プロジェクトを開始する段階で、新たに組織

規定を設定する必要性はないと思われる。 
このことから、農村開発技術センターとしての機能を発揮させるための本プロジェクトを

実施する際には、こうした組織規定等の実態が事業実施のための技術の蓄積、整理、利用、

研修等のシステム構築の支援といった全国的な一貫性・統一性の確保を必要とする際に、支

障にならないとも限らない。 
 
(2) 組織的事項についてのアドバイス 

こうしたことから、組織規程や業務分掌の有無やその程度が業務の執行に与える影響の程

度を把握し、本プロジェクト活動に影響を及ぼすこと、あるいは将来その可能性があると考

えられる場合には、組織規定の整備等についても本プロジェクトの活動の一環としてアドバ

イスしていく必要がある。 
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４－３ 横断的連携の強化 

技術・組織の両面から横断的連携の強化を検討する必要がある。 
 
(1) 技術連携の現状と問題点 

外国ドナーの援助を多く受け入れて農村基盤整備が進められているところであるが、各事

業においては、ドナー国が有する技術・基準、地域の施工等条件、設計担当業者からの提案

等による設計に基づいて事業が実施されている。 
事業実施において、施工そのものに必要な土木技術は大きな問題はなく、また単一の事業

毎での事業推進の面からしても問題はないものと見られたが、施工実績や施工技術における

創意工夫といった蓄積・整理・普及を行う体制が見られない状況にある。 
 
(2) 横断的連携の強化 

このことは、効率的な事業実施を展開していく観点からすると、農村開発技術センターを

設置することが最も重要であるが、併せて、各事業間での技術の共有・連絡調整といったい

わゆる横断的連携を強化していくことも重要と考えられ、技術面での体制整備だけではなく、

組織体制として定常的に横断的な連携がとれるような仕組みを構築していくことが重要であ

る。 
 
４－４ 技術体系のあり方 

技術体系の中に住民の参加手法を含めることの検討が必要。研修活動にあたっては、本部・地

方職員のみならず、地域住民や民間業者といったあらゆる関係者をも含んで、研修・人材育成体

制を検討する必要がある。 
 
(1) 現地での技術的取組の事例 

バングラデシュ北部にあるマイメンシンにて現地調査を行ったところ、道路整備・維持補

修において、地域住民の事業参加が見られた。特に女性でも簡易な土工や草刈り等の維持作

業を行っており、地域環境の保全や経済的施工の点で非常に画期的なものと見られた。また

地方での技術研修においては、行政職員を対象として実施されていたが、民間業者について

も行うことがあるとのことであり、技術力の向上が幅広く行われていることが伺えた。 
 
(2) 有効な取組の体系化 

こうした取組については、今回現地調査したマイメンシンでのものに限り確認することが

できたが、施工体制に地域住民の参加を盛り込んだものとしたり、研修については、行政職

員に限定するのではなく、地域住民や民間業者も視野に入れて研修を実施したり、人材育成

をしていくことにより全国的な取組の普及に資することが有意義であると考えられる。 
またマイメンシン以外の地域においても、全国的なものとすることが有効であると考えら

れる取組については、積極的に体系化・普及していくことが、今後の効率的な事業実施に、

また国民経済的にも有効なものとして考えられる。 
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1. 討議議事録（R/D） 

2. ミニッツ（M/M） 

3. LGED 組織図、RDEC 組織図 

4. 基礎調査団資料 

5. 第一次短期調査団資料 

6. 第二次短期調査団資料 
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